
第８号議案 

 

 

   愛南町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

 上記の議案を提出する。 
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提案理由 

 愛媛県東京事務所等へ職員派遣が生じた場合に、地域手当の支給が必

要となるため。 
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  愛南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

愛南町職員の給与に関する条例(平成16年愛南町条例第50号)の一部を次のよう 

に改正する。 

第８条の２を次のように改める。 

(地域手当) 

第８条の２ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地

域における物価等を考慮して町長が規則で定める地域に在勤する職員に支給す

る。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が

当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員につ

いても、同様とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の

各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(１)  １級地 100分の20 

(２) ２級地 100分の16 

(３) ３級地 100分の15 

(４) ４級地 100分の12 

(５) ５級地 100分の10 

(６) ６級地 100分の６ 

(７) ７級地 100分の３ 

３ 前項の地域手当の級地は、町長が規則で定める。 

４ 医療職給料表(１)の適用を受ける職員には、当分の間、給料及び扶養手当の

月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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愛南町職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条～第８条 略 第１条～第８条 略 
(地域手当) (地域手当) 

第８条の２ 医療職給料表(１)の適用を受け
る職員には、当分の間、給料及び扶養手当
の月額の合計額に100分の16を乗じて得た
月額の地域手当を支給する。る。当該地域
に近接する地域のうち民間の賃金水準及び
物価等に関する事情が当該地域に準ずる地
域に所在する公署で規則で定めるものに在
勤する職員についても、同様とする。 

第８条の２ 地域手当は、当該地域における
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域にお
ける物価等を考慮して町長が規則で定める
地域に在勤する職員に支給する。当該地域
に近接する地域のうち民間の賃金水準及び
物価等に関する事情が当該地域に準ずる地
域に所在する公署で規則で定めるものに在
勤する職員についても、同様とする。 

(新設) 
 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及
び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に
掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当
該各号に定める割合を乗じて得た額とす
る。 
(１)  １級地 100分の20 
(２) ２級地 100分の16 
(３) ３級地 100分の15 
(４) ４級地 100分の12 
(５) ５級地 100分の10 
(６) ６級地 100分の６ 
(７) ７級地 100分の３ 

(新設) ３ 前項の地域手当の級地は、町長が規則で
定める。 

(新設) ４ 医療職給料表(１)の適用を受ける職員に
は、当分の間、給料及び扶養手当の月額の
合計額に100分の16を乗じて得た月額の地
域手当を支給する。 

以下 略 以下 略 

 


